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１７ 商標法と消費者保護 
－日本・中国・韓国の標識制度の比較研究を中心に－（＊） 

 

特別研究員 井手李咲

商標は、事業者の提供する商品又はサービス（以下、「商品等」とする。）に関する出所、品質、特性等の情報を消費者に

伝える役割を果す。同時に、産地、成分等商品等の品質、特性に関わる他の標識は、商標と異なる独立した制度や規定に

基づいているが、商標と同一商品に表示されたり、又は商標の構成要素となることにより、消費者と事業者との情報の非対

称性の原因ともなる。まずは、このような現状を調査研究する必要がある。緊急性のある課題は、商標法を始めとする標識

に関わる現行制度が同様な情報を伝える場面においても、相互の調和を欠き、事業者や消費者のニーズに応えられていな

いことである。同種の課題は、日本のみならず中国、韓国においても発生している。特に、商標権の権利付与の理論根拠

は、他の標識制度と異なっているため、商標法制度には脆弱性が生じていると考える。この研究では、国際的な比較調査を

踏まえて、諸事例の分析を行う。その上で、新たな考え方（消費者の情報の不完全性に基づく動的要因機能論）を提案し、

取り上げた課題の普遍性に着目しつつ、日本の標識制度改正に対して示唆を与えることを試みた。 

 

Ⅰ．序説 

商標は、私人の財産として私益的な側面があると同時に、

商品等に関わる出所、品質及びその他の特性を含む情報を

消費者に伝達するツールとして公益的な側面も存在する。 

この研究では、立論のベースを消費者視座に置いている

が、その理由は二つある。まず、問題提起を消費者視座から

行うことにより、事業者視座では見えてこなかった問題点が

明確に現れるからである。次に、この研究で問題として捉え

ている、標識に関わる情報の不完全性の理論展開は、消費

者という介在者の視座から構築されているからである。 

 

１．研究の背景と目的 

 

この研究は、消費者の情報処理能力の限界及び事業者

の情報提供能力の限界から、情報の受け手としての消費者

と情報の発信者としての事業者の間に情報の非対称性が増

大しているという問題点に着目する。両者間の情報の非対称

性は、消費者における情報の不完全性をもたらす。標識に

関わる情報の不完全性を軽減する制度設計が注目されつ

つある中で、特に食品の表示に関する制度改革の動き1も見

られる。 

この研究の目的は、主に以下の二点にある。一点目は、

商標法を含む標識制度に求められる保護が、動的要因、例

えば、時間的に、空間的に変動する商品等の情報等の影響

により変質するという基本仮説に基づく実態調査である。二

点目は、実態調査から得られた問題点を改善するために、

必要な事例分析を行った上で、新たな考え方に基づく標識

制度の改正を提言することである。 

２．研究方法及び範囲 

 

研究方法として、二つの作業仮説を立てる。一つ目は、複

数国の標識制度の比較検討を行うことにより導く、国を超え

たレベルで動的要因機能が存在するという仮説である。二つ

目は、情報伝達の受け手としての消費者の観点から、標識

制度により担うことが期待されてきた、例えば、出所表示機能、

品質保証機能、広告宣伝機能等の従来の商標の諸機能

（以下、「制度機能」という。）が、動的要因機能により機能不

全に陥る危険性があるという仮説である。この研究では、実

態に近い結論を得るため、文献収集に加えて、日本、中国、

韓国における学識経験者、実務家、公共機関の職員等への

インタビューを行った。 

研究範囲は、日本、中国及び韓国における、商標法を中

心とした品質に関する諸標識の制度及び関連裁判例等であ

る。 

 

３．この研究における主な用語の定義 

 

商品学における「品質」とは、その特性から見て、広義に

おける商品の品質の内容を第1次品質（primary quality）と第

2次品質(secondary quality)とに分けられている2。第1次品質

は、「当該商品の使用目的からみて、第1義的に重要な品質

であって、物資を商品ならしめるための前提条件でもある」3と

されており、第2次品質は、「第1次品質を基盤として、商品と

しての市場性や商品価値を増大させることのできる第2義的

性格をもつ品質であって、第1次品質と共に商品の広義の品

質を構成する」4と定義されている。 

「情報の不完全性」は、情報の非対称性により発生する。

(＊) これは特許庁委託平成22年度産業財産権研究推進事業（平成22～24年度）報告書の要約である。 
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経済学において、売手と買手が、取引している財の性質に

ついて共通の認識を持っていないとき、売手と買手の間に財

の性質について情報の非対称性があるといわれている5。情

報の非対称性がある場合には、市場で取引される財の量が

効率的な量より小さくなったり、市場そのものが成立しなくな

るおそれがあるとされている6。市場取引において、事業者の

有する情報と消費者の有する情報は、量及び質の面におい

て非対称的なものであり、消費者の有する情報は不完全な

ものである。 

「消費者」は、いわゆる一般消費者を念頭に定義する。なぜ

なら、商標に関わる情報の非対称性問題は、一般消費者に

関わる場面がより顕著であるためである。商標を情報提供ツ

ールとして考える場合、商標により伝えられる情報は、事業者

と消費者との情報の非対称性に関わる。この研究では、商標

の情報伝達機能に着目するため、情報の処理能力等の側面

から事業者との格差の大きい、一般消費者に焦点を当て、商

標法における需要者の利益保護の問題を検討する。他方で、

消費者の利益保護が実現できないと、商標法における消費

者が含まれている需要者の利益を保護するという目的も実現

不可能である。上述理由から、この研究では、需要者を消費

者保護政策における消費者に置き換えて理論展開をする。

消費者保護政策に関わる消費者契約法2条1項では、「この法

律において『消費者』とは、個人（事業として又は事業のため

に契約の当事者となる場合におけるものを除く）をいう」と定義

している。 

情報の不完全性の問題を解消する方法の一つが、情報

の持つ事業者からの品質を表わすシグナルの発信である7と

いわれている。シグナルの受信者は消費者であり、商標を含

む各種マーク又は表示がシグナルとなり、消費者の情報の

不完全性を軽減することができる。商標等に関わる消費者の

情報の不完全性による問題点を研究するには、消費者視座

が最も有効であり、消費者視座でないと問題の本質が見え

てこない側面も存在するため、この研究では、消費者視座で

検討を行う。 

「動的要因機能」は、商標を付した商品（以下、「商標商

品」と略す。）等の品質、特性等の性格に由来する。動的要

因は、例えば、商品等の品質、特に第1次品質に関わるが、

第１次品質は、相対的、流動的、可変的な性格を有する。こ

のような変化するファクタの作用により、商品等に関わる情報

は常に変化するが、これらを伝達する媒体により情報をうまく

伝えられず、情報の非対称性が生じる場合があるが、このよ

うな場面が動的要因機能によるものである。商標を含む標識

の商品等に関する情報の伝達が、消費者のサーチコストを

左右するとするなら、商標等により伝達される不完全な情報

は消費者の利益を損なう。 

標識が暗示的に、又は明確に商品等の品質、特性に関わ

る情報を含む場合、このような問題が顕著に表れるが、動的

要因機能を克服するための方法の一つが、商品等の規格、

品質、特性等について適当な方法で検査・評価することであ

る。事業者は、明確な品質表示により競争における有力な武

器を得ることができ、消費者にとっては品質識別の困難な多

数の商品の中から、権威ある品質表示によって安んじて適

当な商品の選択を行うことができ、自らの利益を擁護すること

ができるとされている8。認証・証明マーク、又は地理的表示

がその典型例である。このような標識により伝達される商品

等の品質等に関する情報は従来の商標制度に基づく品質

（第2次品質）と異なる。第１次品質に関わる上述標識が商標

と並べて表示される場合、及び商標の構成要素として商標

の中に組み込まれる場合、情報を適正に消費者へ伝達する

ことは、ますます困難になる。以上のことから、この研究では、

商品等の品質、特性に関わる諸標識に着目し、これらの諸

標識が制度間の不調和又は制度自体の問題により、市場取

引における情報の不完全性を引き起こす要因を動的要因と

し、これらの要因による作用を動的要因機能と定義する。 

Ⅱ．商標法における品質保証機能 

１．日本 

 

日本の商標法における、品質に関連する規定として、同

法3条（商標登録の要件）1項3号、4条（商標登録を受けるこ

とができない商標）1項16号、7条の2（地域団体商標）の趣旨、

26条（商標権の効力が及ばない範囲）1項2号乃至3号、51条

（商標登録の取消しの審判）1項、53条（商標登録の取消し

の審判）1項等が挙げられる。 

品質に関わる標章の登録に関して、日本特許庁は、改正

商標法審査基準の「第1の五」（商標法3条1項3号に関する

基準。）、同審査基準「第3の十四」（同法4条1項16号に関す

る基準）において当該審査基準を示している。 

経済学の観点から、商標の品質保証機能は、それが保護

されることで、商標が商品選択の基準として機能することが

保証され、消費者の商品探索のコストを削減することができ

るといわれている9。日本において、品質保証機能否定説10

及び品質保証機能重視説11もあるが、商標の品質保証機能

に関わる現在の通説としては、「商標の品質保証機能とは、

同一の商標が付されている商品・役務の同質性を示す機能

である」12とされている。商標法における「品質」は、商品等の

客観的な、物理的な品質ではなく、「保証」も、「当該商品・

役務の品質が保証され、一定の品質がなければ商品の取替

えや役務の再提供、損害賠償を行うという債務保証の意味

ではなく（それが契約で合意されたとしても、商標の法的効

果でなされたものではない）、同一の商標を付した商品・役
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務は通常同一品質であるという期待を需要者に抱かせること

を意味する」13とされている。 

他方で、最高裁は、「フレッドペリー事件」14で商標法の立

法趣旨（１条）を挙げ、「いわゆる真正商品の並行輸入は、商

標の機能である出所表示機能及び品質保証機能を害するこ

とがなく、商標の使用をする者の業務上の信用及び需要者

の利益を損なわず、実質的に違法性がないということができ

るから」商標権の侵害でないとし、本件における「許諾条項

中の製造国の制限及び下請の制限は、商標権者が商品に

対する品質を管理して品質保証機能を十全ならしめる上で

重要である」とした上で、真正商品の並行輸入に該当せず、

商標権の侵害となると判示した。商標の品質保証機能とは、

商標権者の商標商品に関する品質のコントロール機能であ

ると最高裁は判断した。 

 

２．中国 

 

中国の場合、品質保証に関わる商標法の規定は、証明商

標の定義に関する3条3項15、商標使用者の商品の客観的な

品質（第1次品質）についての責任に関する7条16、商標の不

登録事由に関する10条1項4号17、商標登録できない標章に

関する11条1項2号18、地理的表示の定義に関する16条2項19、

商標譲受人の商標商品の客観的な品質の保証に関する39

条1項20、商標商品の客観的な品質に関するライセンサーの

ライセンシーへの監督義務及びライセンシーの品質保証義

務に関する40条1項21等がある。さらに、他の品質保証に関

わる標識制度として、商標法3条を基に作られた「団体商標、

証明商標登録と管理弁法」、「反不正当競争法」、「馳名商

標認定と保護規定」、「産品質量法」、「食品安全法」及び最

高人民法院各種司法解釈等が挙げられる。 

商標審査基準は、10条1項4号に関連して、第一部分の

「六．」で、商標法11条1項4号に関しては、第2部分の「四．」

で、その基準を示している。 

学説では、商標権者と商品購買者及び消費者それぞれ

の立場があるところ、消費者からすると、商標は当該商品に

品質を表象する機能を有する22とする見解、商標の機能は、

商標権者が指定商品等に関してその品質についてコントロ

ールをするだけであり、重要なのは当該商品の品質を保証

することである23とする見解、また、第1次品質に関する管理

監督を立法趣旨として掲げている中国の商標法に関して批

判的であり、商標の品質保証機能を歪曲していると主張する

24見解、さらに、「情報学の理論によると、商標権の正当性は、

商標により伝達される情報が消費コストを節約し、消費者の

購買決定の助けとなり、事業者の商品品質の向上を促進す

る経済的機能からである」
25
とする見解など様々である。文氏

の指摘どおり、中国の商標法39条1項及び同40条1項の条文

の内容は、第１次品質概念を前提としているものであり、これ

に反した場合、商標は取り消される。中国の商標法における

制度機能は、特に品質保証機能において日本の制度機能

と異なる。 

 

３．韓国 

 

韓国における品質に関わる商標法の条文は、地理的表示

の定義に関する2条（定義）1項3の2号、証明標章の定義に

関する同4号、地理的表示証明標章の定義に関する同4の2

号、それに、3条の3（証明標章の登録を受けることができる

者）、6条（商標登録の要件）1項3号26、7条（商標登録を受け

ることができない商標）1項11号27、証明標章登録出願に関

する9条（商標登録出願）5項がある。また、51条（商標権の効

力が及ばない範囲）1項2号28、品質の誤認混同に関わる73

条（商標登録の取消審判）1項2号、団体標章における誤認

混同に関する同5号、団体標章設定登録時の定款変更によ

る品質誤認混同おそれに関する同6号、商標使用者による

品質誤認混同に関する同8号、先使用権者による品質誤認

混同に関する同9号、団体標章の第三者の使用による品質

等誤認混同及び団体標章権者の不作為に関する同10号、

地理的表示団体標章における団体標章権者又はその所属

団体員の同音異義語に関わる品質誤認混同に関する同12

号、証明標章に関わる品質等の誤認混同に関する同13号

等がある。 

韓国商標法6条1項3号については、商標審査基準8条に

おいて、同法7条1項11号に関しては、同審査基準25条にお

いて、規定を置いている。 

韓国における、品質保証に関わる他の制度として、「不正

競争防止及び営業秘密保護に関する法律」、「農水産物品

質管理法」、「畜産物衛生管理法」等が挙げられる。例えば、

「畜産物衛生管理法」、「食品衛生法」、「薬事法」等を根拠

にHACCPマーク、健康機能食品マークがある。これらのマー

クは、パリ条約6条の3の規定に基づいて2009年3月31日に

WIPOを通じて国際通知されたマークでもある。しかしながら、

国際的に認められている品質に関わるこれらのマークを一構

成要素とした標章が商標として登録されている。これらのマ

ークによる商品等の第1次品質に関わる情報は、変化しやす

い性格のゆえに動的要因として機能する。これらの情報媒体

とされる標識は、動的要因機能により、例えば、登録商標そ

のものが取り消される等不安定なものとなる。当然ながら、こ

のような標識は、例えば、商品安全の目印としての機能、又

は商標の諸機能等の制度機能を変質される。 

韓国における商標の機能に関する学説は、以下のとおり

である。商標の本源的機能として、自他商品識別機能、出所

表示機能及び品質保証機能があるところ、品質保証機能と



 

● 17-4 ● 
知財研紀要 2012 Vol.21 

は、公益的な性格を有するとの説29、商標の本質的あるいは

本源的な機能は、あくまでも自他商品識別機能であるという

説30等、又は品質保証機能重視説31、等がある。 

Ⅲ．認証・証明マークにおける品質保証機能 

１．日本 

 

「品質」の特徴的な性格について、北川氏は、相対的・流

動的・可変的であり、品質を規定する要因として重要なのは、

使用目的があること、時間的・空間的条件の関数としての性

格を持っていることである32という。さらに、「その他技術革新

による新製品の開発・独創的品質の出現とか経営政策ある

いは国家の品質政策上の理由からの品質の改変などにみら

れる、人為的・社会的経済的要因もある」33としている。商品

等の品質は、時間的、空間的な影響以外に、人為的、社会

的又は経済的な影響により変化しやすいため、認証・証明等

関連制度に基づく認証・証明マークによる商品等の品質保

証（制度保証）は必要である。例えば、「使用者や消費者は

『製品の見えない品質や見えない性能』が正しくチェックされ

て厳正な判断のもとにJISマークを表示させているかを注目」

34しているように、品質の性格に着目した制度保証が期待さ

れている。 

 

２．中国 

 

中国においても認証・証明マークは注目されている。特に

中国では、食品安全の問題が喫緊の課題として掲げられて

おり、認証・証明マークによる消費者への情報伝達機能が期

待されている。しかしながら、食品に限って見ても、品質に関

わる認証・証明マークが数多く存在するため、消費者の自由

で適正な消費選択の妨げにさえなっている状況である。 

これらのマークは主に証明商標として保護されているが、

証明商標は普通商標と異なる。「まず、普通商標は、直接的

に商品の品質又は内在的な性能等について記述することを

禁止しているが、証明商標を使用する目的は正に商品の内

在的な品質を公にするためである。次に、証明商標の権利

者は、その証明商標を自ら使用することが禁止されており、

他人の使用状況が規定に適しているかどうかについてコント

ロールするしかないが、普通商標の商標権者はまず自己使

用の専用権を有する。さらに、商標の使用は、通常、商品の

由来を区別することを目的とするが、証明商標は、その機能

上、根本的に、商品がいかなる者によるかを区別する作用を

しない。加えて、証明商標は、商品又は役務の地区、由来を

証明することができ、普通商標における地理名称の使用を

禁止する規定は証明商標には適用しない」。35これらの特徴

から、証明商標に関して、普通商標とは異なる審査基準を置

いている。 

商標審査基準「四．」では、証明商標の特性に対応するた

めに商品等の客観的、自然的、本質的な第1次品質に関す

る管理・監督に関して主体、客体それぞれに関して規定して

いる。 

 

３．韓国 

 

韓国政府は、認証・証明マークの濫立が問題である36と認

識しており、状況改善のために、国家標準審議会を通じて、

2008年8月20日までに既存の法定強制認証マーク13個を

KCマークへ統一することを決めた。さらに、法令を制定・改

正して新規に製品認証制度を導入すること、又は認証マー

クを表示しようとする場合、その内容に関して知識経済部長

官と事前協議をすることを義務付け、認証間の調和を図った。

しかしながら、認証・証明マークは依然として増え続けている

状況である。 

認証・証明マークは、商標法で証明標章及び業務標章

（Business Emblem）37として規律されており、2条1項4号で証

明標章について、同5号においては業務標章について定義

されている。証明標章とは、商品又は役務の品質、原産地、

生産方法又はその他の特性の証明を業としている者が商品

の生産・製造・加工又は販売を業とする者の商品又は役務

を営む者の役務が定められた品質、原産地、生産方法又は

その他の特性を充足していることを証明するために使用する

標章である。業務標章とは、営利を目的としない業務を営む

者が自己の業務を表象するために使用する標章をいう。 

証明標章に関しては、商標審査基準の74条（団体標章、

証明標章、保証標章に関する審査処理）において、その1項

で「国際商標登録出願が、団体標章、証明標章、保証標章

として表示されると通知された場合には、団体標章として出

願しているとみなす」と規定を置いているにすぎない。 

他方で、業務標章に関しては、同50条において7項目に

わたって詳しく審査基準が示されている。さらに、商標審査

便覧の「8.1.1.」において業務標章の審査方法及び留意事

項について詳しく説明されている。 

業務標章に関する制度は、営利を目的としない業務を対

象として、当該標章の使用の独占を積極的な法的効果とし

て設計されている制度である。この制度に関しては、諸外国

において例を見ることが難しく、立法の誤りであり廃止すべき

であるとの見解も根強かったが、最近の登録出願数の増加

により、このような廃止論は、ある程度緩和されているように

見られる。 
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Ⅳ．地名に関わる品質保証機能 

１．日本の地域団体商標と地理的表示 

 

地理的表示は、TRIPs協定22条1項において定義されて

いる。地理的表示とは、ある商品に関し、その確立した品質、

社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主

として帰せられる場合において、当該商品が加盟国の領域

又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするもので

あることを特定する標示をいうとされている。 

日本は、商標法に地域団体商標を置いているが、同7条

の2、11条、24条の2、30条、31条の2、32条の2、46条等によ

り規定されている。 

地理的表示と地域団体商標の違いに関して、「地域団体

商標は、商標の構成が地域の名称及び商品等の名称に限

定される点で保護範囲が限定的であるが、役務も含む点で

は、TRIPs協定上の地理的表示の保護よりも広い」38こと、地

域団体商標は、登録要件として周知性の獲得を要件として

いること等が挙げられる。商標における周知性は、商品等の

第1次品質に関わる信用が当該商標に化体することにより、

第2次品質に関わる主観的、社会的な要因が当該商標の信

用につながり広く知られるものと考えられる。地域団体商標

は、当該地域に関わる特定な品質、特性等に関する情報の

媒体である。このような周知性ゆえのグッド・ウィルは、地名に

関わる要素、例えば、自然的要素、人文的要素等による、商

品等の客観的、本質的な品質、特性等に関する情報を含む

ものとなる。これらの情報の広範囲におたる消費者への伝達

は、結果的に、地域団体商標には、普通商標とは異なる品

質の保証をもたらすこととなる。 

 

２．中国における地理的表示の保護 

 

中国における地理的表示は、商標法16条2項において、

標識された特定商品が特定地区に由来し、当該商品の特定

品質、信用又はその他の特性が主に当該地区の自然要素

又は人文要素により決定される標識であると定義されている。

同法で「団体商標、証明商標」として規律されているが、3条

の定義と同条文を基にして作られた「団体商標、証明商標登

録と管理弁法」による。さらに、「商標法実施条例」の49条で

は、商標権の効力が及ばない範囲について規定している。 

団体商標、証明商標に関わる審査基準は、商標審査標準

の「第六部分５．」において定められている。申請人主体資

格の審査以外、品質の管理・監督に関わる規定が多く見ら

れる。地理的表示は、その定義どおり、表示そのものが指定

商品の品質、信用又はその他の特性に関する情報であり、

普通商標とは異なる性質を有するためである。 

しかしながら、中国における地理的表示は、国家工商行

政管理総局、国家品質監督検験検疫総局と国家農業部そ

れぞれにより登録制度が設けられている。複数の部門の関

与により、関連規範が、次から次へと制定され、互いに衝突

し、重畳し、法の執行段階で互いに相手の規定を認めない

等、地理的表示の保護には様々な問題がある39とされてい

る。 

 

３．韓国における地理的表示の保護 

 

韓国の場合、地理的表示の保護に関して、「地理的表示」、

「地理的表示団体標章」、「同音異義語地理的表示団体標

章」、「証明標章」、「地理的表示証明標章」等により規律して

おり、関連規定は、商標法2条、3条の2、3条の3、6条～9条、

19条、22条の2、23条、51条、66条、71条、73条、86条の4、

86条の16、90条の2、91条の2等がある。 

審査基準は、特に品質等に関わる部分、及び申請者によ

る品質等のコントロールに関する内容が審査対象となってい

る点が特徴的であるといえる。例えば、韓国商標審査基準の

49条4項において、「定款」の審査内容について特に品質に

関わる部分に関して厳格な規定を置いている。 

また、韓国の商標法における特徴的な規定として、同法22

条の2「専門調査機関に対する商標検索依頼等」3項がある

が、「特許庁長は『農水産物品質管理法』に関する地理的表

示登録対象品目に対して地理的表示団体標章が出願され

た場合、地理的表示の該当いかんに関して農林水産食品部

長官に意見を聴かなければならない」と定めている。対応す

る「農水産物品質管理法」の地理的表示の登録に関わる32

条では、同4項で、「農林水産食品部長官は、申請された地

理的表示が『商標法』により、他人の商標（地理的表示団体

標章を含む。以下同様。）に抵触するかに対してあらかじめ

特許庁長の意見を聴かなければならない」と定めている。こ

れは、標識に関わる制度間の重要な調整規定であるといえ

る。 

Ⅴ．他の標識制度における品質保証機能及

び他の客体における品質保証機能 

他の標識制度としては、不正競争防止法、不当景品類及

び不当表示を禁止する法律及び消費者行政に関わる様々

な制度がある。これらの規定においても、品質に関わる規定

を置いており、商標法とともにブランド形成に影響を与えてい

るといえる。 

さらに、各国において商標法における保護客体が拡大し

ているという議論もある中で、品質に関わるものも多くみられ、

情報の不完全性に関わる議論において重要な論点の一つと
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なっている。 

Ⅵ．動的要因機能から商標制度への示唆 

１．関連判決の検討 

 

日本における「エチオピアコーヒー事件」40では、商標法3

条1項3号及び同4条1項16号の解釈が問題となった。裁判所

は、「原告の品質管理の下で」品質誤認のおそれがないと判

断しているが、もっとも、普通商標として登録されているこの

商標は、商標の譲渡又は移転に関する制限がされておらず、

エチオピア政府から他の商標権者に商標権が移転された場

合を考えると、指定商品との関係で消費者の品質誤認を惹

き起すことは、必至である。なぜなら、指定商品となっている

「エチオピア国SIDAMO（シダモ）地方で生産されたコーヒー

豆、エチオピア国SIDAMO(シダモ)地方で生産されたコーヒ

ー豆を原材料としたコーヒー」に関わる品質は、エチオピア

政府による品質コントロールがあってこそ実現するものであり、

当該登録商標はこのような情報を伝える媒体となっているか

らである。 

他方、中国の裁判例41では、工商行政管理総局管轄によ

る商標登録と国家品質検験検疫総局管轄による地理的表

示登録という、同様な標識に関する異なる制度の間の紛争

であったが、原告と被告側（金華地区ハム企業、当該地方政

府）は、20年以上紛争を続け、800年以上の歴史を持つ「金

華ハム」という地域ブランドに大きなダメージを与えた。 

 

２．商標法の趣旨の検討及び仮説の検証 

 

日本、中国、韓国、3か国とも明確に消費者を含む需要者

の利益保護を掲げている。その趣旨は、商品等に関わる品

質、特性等に関する消費者が含まれる需要者の誤認・混同

の惹起及びそのおそれを避けることである。このような趣旨に

基づく商標は、情報の媒体として消費者と事業者の間の情

報の不完全性を軽減し、消費者の適正な消費選択を保証す

る働きをする。 

他方で、事業者の利益を考える場合、商品等の品質、特

性に関わる要素は、常に変化し、このような動的要因機能に

起因する情報の不完全性は、商標の取消し等の不安定性に

つながる。事業者の各種標識のような情報財の有効な利用

及び安定した商標権の取得のためには制度上の調整が必

要である。 

日本における複数制度に基づく商品等の品質、特性等に

関わる表示は、これらがよって立つ理論根拠の相違がゆえ

に情報の不完全性を引き起こしている。第1次品質に係る情

報伝達が主目的である諸標識と商標との並列表示又は商標

への組込表示により、従来の商標の機能は、例えば、商品

等の客観的な品質と商標が保証する品質の矛盾等の機能

不全に陥っている。また、変動的である第1次品質等に関わ

る標章を商標に組み込むことは、半永久的な権利として制度

設計されている商標権の不安定性を生じさせる。 

上述検討を踏まえて、作業仮説Ⅰ、つまり、国を超えたレ

ベルで標識に関わる情報の不完全性が発生しているという

仮説について、日本、中国及び韓国の標識制度の比較検

討を行うことにより、上で述べたように明らかであると結論付

ける。 

また、作業仮説Ⅱ、つまり、情報伝達の受け手としての消

費者保護の観点から、標識制度により担うことが期待されて

いる従来の制度機能が、標識による情報の不完全性の発生

により機能不全に陥る危険性があるという仮説について検証

を行う。商品等の品質、特性に関わる要素、特に商品等の

客観的、本質的な品質等の要素を含めた商標による商品等

の情報の伝達は、他の標識と同様な内容に関する重畳的な

保護により情報の不完全性を引き起こしたり、商標権の不安

定性を引き起こしたりする。このような問題点は、例えば制度

間において調整的な規定を置く等の方法により改善される

余地がある。しかしながら、商標の中に他の制度に基づく標

章が一構成要素として組み込まれている場合は、商標の機

能に関する考え方を含めて、現在の商標法に関する考え方

に由来する現象であり、別途検討する必要がある。 

二つの作業仮説から基本仮説の検証を行うと、この研究

で定義している動的要因機能により商標法の制度体系にお

ける、例えば、品質保証機能のような従来の制度機能が変

質する事実が見えてくる。しかしながら、標識に係る同様な

機能が複数重畳することが情報の不完全性の要因となると

いう仮説（「作業仮説Ⅲ」とする。）を明らかにするためには更

なる分析が必要である。作業仮説Ⅲを見るために、商品等の

表示に関わる標識を「多重マーク型」と「入子型」に分類して、

検証する。 

 多重マーク型定義を、「商標制度を含む複数の標識制度

を根拠とする情報伝達機能が並列的に実現しているパター

ン」として見る。このパターンは、商品等全体を一つの知財パ

ッケージとして考えた場合の相互に与える影響の問題、及び

同様な情報を伝えるために複数の制度を用いる場合の制度

間調和の問題等が存在する。これらの問題点解決するため

には、標識制度と商標法の関係を解明した上で、制度間の

制度調整が重要である。 

もう一つの類型は入子型である。この定義を、「一つの商

標の中に特定の他の標識制度に基づく情報を伝達する要

素が含まれ情報伝達機能が実現しているパターン」として見

る。このパターンの問題点は、まず、商標の中に他のマーク

又は表示が組み込まれ、消費者は、このような商標を「国の
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お墨付き」として認識し、これにより伝達される情報を信じ、

行動する現象が起こるが、これらの構成要素により伝達され

た情報が不完全である場合、消費者の利益に影響を与える

問題である。また、常に変化する構成要素に基づく安定した

商標権の創出は不可能であるという問題点である。 

上述作用に基づいて作業仮説Ⅲの検証を行うと、多重マ

ーク型の場合、同様な制度機能（例えば、品質保証機能。）

に関わる、複数の制度を根拠とする複数のマークによる情報

の不完全性を引き起こす可能性が高いことが分かる。また、

入子型の場合、制度機能は、動的要因機能により変質する

危険性が高く、商標の安定性が損なわれる可能性が高いと

いうことがいえる。 

Ⅶ．まとめ 

上で述べたとおり、商標法を含む標識制度に求められる

保護は、当該標識が付された商品等の出所、品質、特性等

の情報を伝達することであると理解することができる。この研

究は、このような制度機能が、例えば、商品の第1次品質のよ

うな動的要因の影響により変質している実態について、日本、

中国、韓国それぞれにおいて調査を行った。さらに、この研

究は、上述の実態に対応した改善策の提言のために3か国

における事例の分析を行った。この結果、この研究では、商

標制度における、特に動的要因機能論をベースとする制度

設計が、情報の不完全性を改善し、消費者の適正な消費選

択につながり、商標制度の消費者を含む需要者の利益保護

という法目的の実現につながると結論付ける。 

あふれる情報の中で、第三者機関による認証・証明は、当

該マークを付した商品等は一定基準をクリアしているという情

報を消費者に適正に伝達する働きをする。このような標識は、

消費者の適正な消費選択を促進する役割を果す。しかしな

がら、このような認証・証明制度と商標制度の併用あるいは

融合は、情報の不完全性の軽減可能性につながる一方で、

制度間の調整に関わる問題点も並存していることがいえる。

特に第1次品質に関わる情報は、ストレートに消費者に作用

し、選択を促す効果が見られるが、動的要因機能により情報

の不完全性を軽減するための制度の調整が必要である。 

無論、以上検討してきた問題以外にも多くの問題点が存

在している。例えば、インターネット環境を仲介とする場合の

情報の不完全性軽減、貿易に関わる認証・証明制度の活用

と商標法及び地理的表示保護と商標法の問題点、及び動

的要因機能による制度機能の変質からブランドへの影響、

等が挙げられる。これらの問題は、今後の課題としたい。 
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